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8 月 27 日布川国賠控訴審 完全勝訴!! 

国・県上告断念！判決確定！ 

検察と警察に「捜査の違法」あり、 

「不法行為が成立」するとして、 

国と県に対する国家賠償請求を認める!! 

★☆★布川国賠第 10回総会のお知らせ★☆★ 

９月２３日(木)14：00～ 

弁護団報告 谷萩陽一弁護団団長/2020 年度活動報告・会計報告 

ばしょ 日比谷図書文化館４階スタジオプラス 

※ 緊急事態宣言のため、入場者数は３０名までです。 

制限人数を超えた場合、やむを得ず入場をお断りする場合があります。 

総会の様子は後日ホームページにアップいたします。 

12 月 12 日(日)午後 2 時から勝利報告パーティーを予定しております。 



8月 27日 布川国賠判決日の様子 

判決の日は晴れた暑い日でした。 

はやくからマスコミが門の前あたりに場所取り

をしていました。9 時半には支援者もぼちぼち現

れ、10 時頃には桜井さん夫妻も到着し、桜井さ

ん、谷萩陽一弁護団長らが救援会の宣伝カーの前

でマイクを握りました。 

10 時 25 分、桜井昌司さんが青木惠子さん、西

山美香さんと垂れ幕を持って、弁護団とともに入

廷するのを支援者が拍手で送り出しました。 

そのあと、傍聴券の抽選がありましたが一般傍

聴券は 36 名分。約 3 倍の確率でした。恵子さんは

裁判所から優先席を確保されました。 

法廷では、村上正敏裁判長が判決要旨を読み上

げました。桜井さん、恵子さんは涙ぐんでいまし

た。主文のあと、その理由について、捜査の違法

があるということでだけで終わったため一瞬戸惑

う空気が流れました。裁判官はさっと法廷を後に

しました。 

午後 1 時から日比谷図書文化館地下大ホールで

約 100 名が参加して報告集会が開かれました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 判決内容について 

今回、東京高裁の控訴審判決は、「警察の自白の強

要」だけでなく地裁では認めなかった「検察による

自白の強要」も違法で、国賠法上の不法行為に当た

るとしました。捜査について争いのない事実と存在

する証拠をもとに丁寧に判断した結果、判決の内容

は桜井さんや弁護団の当初からの主張をそのまま

認めるものとなり、完全勝訴、「血のかよった」判決

だと評されています。 

ただ、今回の裁判の基礎となった証拠はすべて当

初から警察・検察にありました。この点について、

1 審の地裁判決は一定の場合に証拠開示義務を認め

証拠隠しを違法としましたが、控訴審判決は捜査の

違法以外については「判断するまでもなく」不法行

為が成立するとして一切触れませんでした。しかし、

桜井さんの場合、第 1 審の指摘するように、証拠が

開示されていれば確定審の段階で無罪とされたは

ずで、半世紀も冤罪を背負うことはなかったのです。

控訴審は冤罪の証拠開示の問題には何の回答も持

たない判決となりました。冤罪事件には証拠が開示

されず、無実の立証を阻んでいる場合が多々ありま

す。少なくとも再審ですべての証拠が開示されて誤

判かどうかを判断する制度が望まれます。 

  

 皆さん、ご支援、有り難うございました。高裁で

も勝ちました、警察の取調べの違法、検察の取り調

べの違法を認め、「それが無ければ逮捕もない、起訴

もない」とする完全無罪の判決でした。そして、こ

の勝利が確定しました。長い長い５４年間の闘いが

が終わります。 

 皆さんのご支援に、心から感謝申し上げます。有

り難うございました。 

 

高裁でも勝つと確信していました。過去に行われ

た警察の偽証が変えられるはずはないし、警察から

検察に証拠が渡された月日を教えることも拒否す

る検察の弁明などはどこから考えても認められる

とは思いませんでしたが、その通りになった判決は、

本当に嬉しかったです。 

 裁判長の判決要旨朗読を聞きながら、５４年前に

早瀬警部補に責められて嘘の自白をした日のこと、

吉田検事に責められて嘘の自白になった日のこと

「そうだったよ、そうなんだよ」と思い出していま

した。そして、初めて晴れ晴れしい思いになりまし

た。 

再審無罪判決のときは「無罪」という声を聞いた

瞬間に、肩がスッと軽くなり、「肩の荷を下ろす」と

いう体験をしましたが、今回は晴れやかな思いを知

りました。何だか、初めて無罪判決を得たような気

持でした。 

「有り難うございました」 

           桜井昌司 



 これまでの勝利判決では「録音テープの改ざんは

機械の故障かも知れない」とか「偽証には当たらな

い、偽証とまでは言えない」とか、警察や検察の弁

解を認めて、私たちの体験した事実を認めてくれま

せんでした。それが今回の判決では、総ての始まり

である警察と検察の取り調べを違法と認め、そこか

ら発生した冤罪であることを素直に認めてくれま

した。事実が認められることは、こんなにも晴れや

かになるのですね、嬉しいものなのですね。 

 長い闘いを支えて下さった弁護士さんや支援者

の皆さん、そして杉山。この完全無罪判決を聞いて

欲しかった、そう思いましたらば胸がいっぱいにな

り、涙が湧いて来ました。あの日の法廷には、きっ

とこれまでに布川事件に関わって下さった皆さん

がいた、いて下さったと思います。 

  

ただ嬉しかった判決にも物足りない部分はあり

ました。警察と検察が行った録音テープの改ざんや

証拠隠しなどに付いて「その余の警察官の証拠改ざ

ん及び偽証の違法は判断するまでもない」「その余

の検察官の起訴、及び訴訟活動に付いては判断する

までもない」として判断しなかったことです。同じ

冤罪仲間の松橋事件が提起している国賠裁判では、

国が６ページにも亘って「布川国賠裁判で検察には

公益の代表として証拠開示義務があるとした東京

地裁の判断は間違っている」と反論していることを

聞いていましたので、高裁でも判例となる判断をし

て貰いたかったですし、されるものと思っていたの

で、この点は残念でした。でも、地裁判断が否定さ

れたわけではありません。生きています。 

 そもそも証拠は検察の独占物で良いはずがあり

ません。無実を訴える者が見たい、見せて欲しいと

求めるのを「法的根拠がない、必要がない」などと

して拒否して来た、それを許して来た裁判システム

が間違っているのです。 

 どうせ検察と警察のこと、どのような主張でも警

察と検察に言いなりが多い最高裁判所に救いを求

めるに違いないと思っていました。それならば最高

裁を説得して冤罪仲間の力となる証拠開示の判例

を作らせようと思っていましたが上訴をしません

でした。残念でした。でも、正直、ホッとしていま

す。少し疲れています。高裁の判決後、ビックリす

るほどに疲労を感じまして「コロナにでも感染した

か」と案じたほどでした。少し休んだ後は、今度は

再審法の改正に力を尽くします。そこで仲間を救う

法律の改正を実現させます。 

 完全な勝利を振り返り、少し思うところがありま

す。 

 あれは４３年前に無期懲役が確定したとき、「自

分の全能力を使って闘い、勝つ、無実を明らかにす

る」とノートに書きました。今回の判決で、あの当

時に書いていた日記まで引用して警察と検察の違

法が認定されたことを考えますと、思いは実現する、

行動は結果を生むと知らされました。「今成すべき

こと全力で成せ」というモットーで起きてきた４３

年。何一つ無駄にはならなかった、無駄にはしなか

ったと、自分の生きてきた歳月を、少しだけ褒めて

やりたいと思いです。 

 布川事件の犯人とされて始まった私の５４年で

したが、これで終わる今、その長い歳月に関わって

下さった皆さんを思い出しています。多くの方がお

亡くなりになりました。皆さんの思いが力となり、

完全な勝利で終われますのは、ただただ感謝です、

嬉しい限りです。今も無実を訴えて苦闘する仲間を

思いますと申し訳ないようですが、これからも自分

に出来得ることに力を尽くして、今も私を見守って

下さっているだろう皆さんの思いを忘れずに、私の

人生を全うします。 

 あの４３年前、私は「自分を犯人にした連中を後

悔させる」とも書きました。警察と検察は、あの当

時と変わらないで無実の人を犯人に作り続けてい

ます。これからの私の使命は、その警察と検察の行

為を罰する法律を作り、後悔させることです。出来

る？出来ない？  

 皆さん、私の闘いは、まだ続きます。これからも

私の全能力を使っての闘いを続けます。 

 有り難うございました。今後もお見守りください。 



 「俺の上には空がある広い空が」 

桜井昌司 

発売元 マガジンハウス 

定価 1400円（税別） 

桜井さんのこれまでの冤罪人生

を、桜井さんが書きためた詩をモ

チーフに年齢に沿って描き、その

中で確立してきた自身の人生哲学にまで触れてい

ます。 

CD「私の人生」 

桜井昌司 

ﾚｰﾍﾞﾙ ユメミノ温泉村 

定価 1000円(税別) 

収録されている曲はいずれも現

在の桜井さんの心情を表現する

ように穏やかで明るく楽しい曲調のものになって

います。 

いずれも全国の書店・CD ショップでお買い求め    

いただけます。Amazon でも購入できます。  

署名報告 

 署名のご協力、ありがとうございました。 

判決当日朝、最後の署名を提出いたしました。 

東京高裁への署名数総数 １９，３０８筆！ 

救援会東三河支部(123)、救援会広島県呉支部(21)、

京都府(1)、大阪府(2)、福岡県(4)、救援会豊川支部

(176)、救援会神奈川県本部(265)、救援会茨城県本

部(198)、救援会新潟県本部(80）、救援会広島支部

(28)、救援会呉支部(26)、救援会広島県本部(27)、

救援会広島県東部支部(28)、救援会長崎県本部(5)、

救援会千葉県本部(4)、不明（172）、桜井(2)、部落

解放同盟(3,574)、佐渡扉の会(53)、救援会愛知県本

部(17)、大池俊夫(20)、救援会兵庫県本部(7)、徳島

県(5）、救援会苫小牧（20） 

（敬称略） 

 

行動経過――――――――― 

5 月 25 日(火)11：00～東京高裁要請行動 

7 月 26 日(月)11：00～東京高裁要請行動 

8 月 27 日(金)11：00～布川国賠控訴審判決(101 号法廷) 

13：00～報告集会(日比谷図書文化館地下大ホール） 

9 月 10 日(金)検察・警察上告せず、控訴審判決確定 

9 月 13 日(月)11:00～判決確定の記者会見(司法記者クラブ) 

当面の行動予定――――――――― 
 ９月 23 日(木)14：00～第 10 回総会 

（日比谷図書文化館 4 階スタジオプラス） 

12 月 12 日(日)勝利報告パーティー 

    （日本プレスセンター10 階「アラスカ」） 
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布川国賠控訴審勝利報告集会 茨城  

9 月 25 日に予定されていた集会は緊急事
態宣言のため 10 月に延期されました！  
                      
救援会茨城県本部にお問い合わせくださ
い 

布川国賠 勝利報告パーティー 

12月 12日(日) 14：00～  
     ピアノ伴奏 竹田裕美子 

ゲスト イジョンミさん他 

ばしょ 日本プレスセンター10階「アラスカ」 

会 費 3000円（立食パーティー） 

11 月 22 日(月)22：00～ 

桜井さん NHK「逆転人生」出演!! 

 


